
 

 

 

 

 

 

地域企業経営支援金について 
標記支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が

引き続き感染症対策に取り組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、更なる感

染対策の実施を図っていただくことを目的に支援金を支給するものです。紫波町の事業者は紫波町商

工会に申請いただくこととなります。 

 

・申請対象者 （次の（１）～（５）に全て該当する者） 

（１）対象業種（卸売業・飲食業・小売業・サービス業）を営んでいること 

※ただし、主たる業種以外で対象業種を継続的に営んでいる事業の実態（取引台帳、許認可証等（写真・

HP のみは不可））が確認できる場合には対象となる場合があります。（例）主たる業種は製造業だが、

小売業を営む店舗がある場合、など。 

（２）岩手県内で事業を行っていること 

○岩手県内で店舗・事務所を有し、事業を行っている事業者を対象とします。  

○対象となる店舗・事務所が所在する区域の商工会議所・商工会（以下「商工団体」という）に申請 

してください。 

※無店舗で営業されている方は法人設立届出書や開業届に記載のある主たる事務所 

の所在する商工団体へ申請してください。 

○複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する商工 

団体に一括で申請してください。 

※店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません。申請は１事業者１回のみとなります。

（複数の店舗を分けて申請することはできません） 

○本社の所在地が県外であっても、対象業種を営む店舗・事務所が岩手県内にあれば申請できます。 

※無店舗事業者等は、岩手県内に主たる事務所等（法人設立届出書や開業届に記載のある住所等） 

がある場合に対象となります。 

○常設の施設を持たない業態の場合は、原則、週１回以上営業を行っていることを要件とします。 

※複数出店している場合でも、申告上の事業所在地１か所のみを事務所としてカウントします。 

（３）中小企業者であること 

○申請者は中小企業者であることを要件とします。 

（４）売上減少要件 

○令和３年４月から令和４年３月の期間の売上（今季売上）について、次のいずれかに該当している

こと。 

 ① いずれか一月の売上が前々年同月（令和１年）と比較して 50％以上減少している方 

 ② いずれかの連続する３か月の売上の合計が前々年同期と比較して 30％以上減少している方 

※売上減少要件の判断に使用する売上は、事業者全体の売上（申請対象となる店舗以外の売上も含 

む）で比較します。 
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（５）その他要件 

○新型コロナウイルス感染症対策又は業種転換に取り組んでいること。 

○支援金受給後も、事業を継続する意思があること。 

○個人事業主の場合、売上を比較する年月に応じた所得税の確定申告を行っていること 

（新規創業者等で申告を１期も終えていない者は除く） 

○法人の場合は、決算期に応じた直近の期の法人税確定申告を行っていること。 

（新規創業者等で申告を１期も終えていない者は除く） 

○法人税法（昭和 40年法律第 34号）別表第一に規定する公共法人でないこと。 

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第５項に規

定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 ○宗教上の組織又は団体でないこと。 

○関係法令を遵守していること。 

○暴力団でなく、その構成員が暴力団員でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与してい

ないこと。 

・申請限度額 

○１店舗支給上限３０万円（売上減少期間の差額で支給額を算定します。） 

※複数店舗を持つ場合、５店舗まで（１５０万円）申請可能。 

・申請期限 

令和４年３月３１日まで※当日消印有効 

 ※申請様式は商工会もしくは商工会ホームページにございます。まずは商工会までご相談ください。 

  紫波町商工会ホームページ URL https://www.shokokai.com/shiwa/ 

・必要書類 

令和元年度の申告決算書類、対象期間の売上台帳等、通帳のコピー、実在確認書類（個人：運転免許

証等の本人確認書類、法人：履歴事項全部証明書）、店舗の写真（複数店舗の場合） 

 

いわて安心飲食認証制度について 
飲食店が実施する感染症対策について岩手県が認証することで利用者が安心して飲食できる環境

を提供することを目的に上記の取組みが開始されました。認証を受けるには申請書と認証基準チェ

ックシートを提出する必要があります。 

 

・申請から認証までの流れ 

○申請➡現地調査の日程確認➡現地調査➡認証マーク交付 

・対象 

○客席を設けて食事などを提供する岩手県内飲食店(喫茶店含む)、飲食部門のある宿泊施設など。 

※惣菜店、仕出し店、弁当屋などの持ち帰り専門店やデリバリー専門店は対象外となります。 

・申請先 

郵送：〒020-8777岩手県盛岡市名須川町 17-10 いわて飲食店安心認証事務局 

FAX：019-613-8018 

・支援策 

○いわて飲食店安心認証制度の普及促進のため、認証を受けた店舗（中小企業者が営むものに限り

ます）に支援金を 1店舗あたり１０万円給付いたします。 

○「いわて Go To Eatキャンペーン」の第２弾として、いわて飲食店安心認証を受けた飲食店で使

用できるプレミアム付き食事券を発行いたします。 

・お問合せ 

いわて飲食店安心認証事務局 電話：019-613-8009 ホームページ：https://iwate-ninshou.jp/ 

※申請書とチェックシートは上記ホームページからダウンロードできます。 

https://www.shokokai.com/shiwa/
https://iwate-ninshou.jp/

